
　

株主各位

　

第61期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

・事業報告

　会社の新株予約権等に関する事項

　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

・連結計算書類

　連結株主資本等変動計算書

　連結計算書類の連結注記表

・計算書類

　株主資本等変動計算書

　計算書類の個別注記表

　

上記の事項は、法令及び当社定款の第16条の規定に基づき、インターネ

ット上の当社ウェブサイト（http://www.menicon.co.jp）に掲載するこ

とにより、株主の皆様に提供したものであり、監査委員会及び会計監査

人が監査報告を作成するに際して、監査をした対象の一部です。

　

平成30年５月29日
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会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が当事業年度末日に保有している新株予約権の状況

名称（発行決議日） 第１回新株予約権（平成23年６月28日）

新株予約権の数 131個

目的となる株式の種類及び数 普通株式 262,000株

１株当たりの行使価額 525円

行使期間 平成26年１月１日～平成35年12月31日

行使の条件（概要） 権利行使は１個単位とする。相続・質権設定等は認めない。

保有者数

取締役 ０名
執行役 ８名
社外取締役 ４名
合計 12名
(退任取締役および退任執行役を含む)

(注)１. 新株予約権はストックオプション付与を目的として無償にて発行されたものであります。
２. 当社は、平成30年１月１日付で１株を２株とする株式分割を行っているため、新株予約権の

目的となる株式の数は、262,000株となっております。

名称（発行決議日） 第３回新株予約権（平成26年６月26日）

新株予約権の数 44個

目的となる株式の種類及び数 普通株式 88,000株

１株当たりの行使価額 925円

行使期間 平成28年６月27日～平成36年６月26日

行使の条件（概要） 権利行使は１個単位とする。相続・質権設定等は認めない。

保有者数

取締役 ０名
執行役 ５名
社外取締役 ３名
合計 ８名
(退任取締役および退任執行役を含む)

(注)１. 新株予約権はストックオプション付与を目的として無償にて発行されたものであります。
２. 当社は、平成30年１月１日付で１株を２株とする株式分割を行っているため、新株予約権の

目的となる株式の数は、88,000株となっております。

名称（発行決議日） 第４回新株予約権（平成28年６月27日）

新株予約権の数 96個

目的となる株式の種類及び数 普通株式 19,200株

１株当たりの行使価額 １円

行使期間 平成28年８月２日～平成58年８月１日

行使の条件（概要）

①いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休
　日にあたる場合には翌営業日）を経過するまでの間に限り
　一括してのみ行使することができる。
②相続は認めない。
③１個につき、一部行使はできない。

保有者数

取締役 ３名
執行役 ７名
社外取締役 ０名
合計 10名

(注)１. 新株予約権はストックオプション付与を目的として無償にて発行されたものであります。
２. 当社は、平成30年１月１日付で１株を２株とする株式分割を行っているため、新株予約権の

目的となる株式の数は、19,200株となっております。
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(2) 当事業年度中に当社使用人および子会社の役員および使用人に交付した新株予約権

の状況

　 該当事項はありません。

　

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（業務の適正を確保するための体制）

当社は、取締役会において、「内部統制システム整備の基本方針」を次のとおり決議
しております。
基本的な考え方
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制（以下、「内部統制システム」とい

う）を、①当社ならびにその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という）
が事業を適正且つ効率的に遂行するために、社内に構築され運用されるシステムおよび
プロセスであり、事業目的達成のために積極的に活用すべきものであると認識しており
ます。②体制整備の目的は、(a)法令と倫理の遵守、(b)事業の有効性と効率性の確保、
(c)資産の保全、(d)財務報告の信頼性確保であると考えております。そして、③当社の
全ての役員・従業員は、この目的達成に必要な推進体制を、自律性をもって構築運用す
ると共に、定期的に評価改善を行うことにより実効性の向上に努めるものとしておりま
す。

　

(1) 執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

① 執行役が取締役会に報告すべき事項を取締役会規則等で定め、執行役が自ら取締役
会で報告いたします。

② 監査委員会は執行役の業務執行状況を監査し、定期的に取締役会に報告いたしま
す。

③ 執行役が負うべき義務を執行役規則で明記し周知徹底を図ります。また執行役の任
期を1年とすることで、執行体制の最適化に柔軟に対応できるようにいたします。

④ 常勤取締役が執行上の重要な会議等に出席し、監督的視点から常に執行役の業務執
行状況を把握し、必要に応じて助言等を行います。

　

(2) 執行役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

① 文書管理に関する規程を整備し、執行役の職務執行に係る重要な文書等を特定する
と共に、その保存期間や管理方法等を定め確実な運用を行います。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスクに関する意識の浸透、早期発見およびリスク顕在化の未然防止、緊急事態発
生時の対応方法を定めた規程、マニュアルを整備し、必要に応じて教育訓練を実施
いたします。

② 代表執行役をトップとする内部統制システムの統括組織（以下、「内部統制統括組
織」という。）を設置し、経営に影響を与えるリスクをマネジメントいたします。

　

(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 経営の監督機能（取締役会）と業務執行機能（執行役）を分離し、執行役への大幅
な権限委譲を行うことで、業務執行のスピードを向上させます。

② 執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等に関する規程を整備し、それらの明
確化と周知徹底をします。

③ 全執行役で構成する執行役会議を定期的に開催し、効率性、有効性、妥当性などの
検証を経て、業務執行に関する重要事項を決定いたします。
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(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 従業員に、法令や社会規範の遵守および倫理観の高揚等の意識向上に必要な教育を
行うと共に、内部統制システムに関する諸規程やマニュアル等を整備し周知徹底い
たします。

② 内部監査部門による監査を通じて、内部統制システムの構築・運用状況を評価する
と共に、問題の早期発見を図ります。

③ 内部通報体制を作りその周知と的確な運用を徹底することで、コンプライアンスの
実効性と業務の公正性の向上につなげます。

④ 内部統制システム統括組織で、内部統制システムの構築・運用状況について定期的
にマネジメントレビューを行い、取り組むべき課題を抽出し、翌期の経営計画等に
反映させることでシステムの改善ならびにレベルの向上につなげます。

　

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

① 財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効且つ
適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築、運用いたします。

② 金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」に準拠
し、その有効性を評価いたします。

　

(7) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 当社は子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制、ならびに子会社の取
締役等の職務執行状況に関する報告体制を明確にし、運用を徹底いたします。

② 当社は子会社の管理を担当する執行役を定め、各子会社が当該基本方針を踏まえた
うえで、各子会社固有の事情（事業内容・規模・形態等）を考慮し、適切な内部統
制システムを構築、運用するよう監督することで、子会社の法令遵守や経営の適正
性および効率性の向上、経営リスクの管理を行います。

③ 当社の内部統制統括組織は、当社グループの内部統制システムを統括管理し、その
構築、運用状況を取締役会に報告いたします。

④ 当社の監査委員会および内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監
査対象に含めて行うことで、内部統制システムの構築、運用状況を検証、評価いた
します。

⑤ 当社内部通報システムは、子会社もその対象に含め、これを周知徹底し的確に運用
することでその実効性を向上させます。

　

(8) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、使用人の執行役か

らの独立性に関する事項

① 監査委員会の職務を補助すべき使用人の指名および監査委員会の職務の補助に関す
る業務指示は監査委員会が行います。

② 監査委員会は補助使用人に対し直接指揮命令を行います。また補助使用人はその職
務遂行の結果報告等を監査委員会に直接行うことで、補助使用人の独立性及び指示
の実効性の確保を行います。

③ 補助使用人の人事考課・異動等の人事に関する事項の決定には、監査委員長の同意
を得るようにいたします。

　

(9) 当社グループの取締役、執行役ならびに使用人等が監査委員会に報告するための体制

その他の監査委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

① 監査委員会に報告すべき事項を定めた規程を整備し、当社グループに周知徹底しま
す。また監査委員会へ報告した者が、報告をしたことを理由に不利益な取り扱いを
受けない旨を明記し、報告者の保護ならびに実効性の向上を図ります。

② 当社および子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告
される体制を構築いたします。
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(10) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査委員会、内部監査部門、会計監査人が相互に連携を図り、適切且つ効率的な監
査業務を行います。

② 監査委員会は、取締役会および代表執行役と適宜会合を持ち、監査委員会の職務執
行が効率的に行われるための相互認識を深めます。

③ 監査委員の職務執行上必要な費用は、監査委員の決裁で使用、又は前払い等を可能
とし、決裁規程にその旨を定めます。

　

(11) 反社会的勢力との関係を排除するための体制

① 反社会的勢力とは一切の関係を持たず、被害を未然に防止し、これらの勢力に対応
するために、必要な規程、マニュアル等を整備するとともに、専門家による助言な
どを得ることで健全な会社運営に努めます。

② 反社会的勢力に適切に対応するため、社内で教育、予防訓練を行います。
　

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

当社では、上記方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めて
おります。当期における運用状況の概要は、以下のとおりです。

(1) 執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

各執行役は、取締役会に報告すべき事項を自ら取締役会で報告しており、常勤取締役
は、業績検討会議・執行役会等の重要な会議に出席し、監督的視点から執行役の業務
執行状況を把握および必要に応じて助言等を行っております。また、執行役を対象と
した勉強会を開催し、役員の義務と責任およびコンプライアンス意識を高めました。

　

(2) 執行役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

執行役の職務の執行に係わる文書を「文書管理規程」に定め運用しております。
　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程に従いCSR委員会を開催し、リスクの調査分析とリスク対策の進捗報
告を行いました。
当社製品の品質維持のため、品質マネジメントシステムのレビューを行いました。

　

(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等を執行役規則・決裁規程に規定し遵守
しております。
全執行役で構成する執行役会、業績検討会議を毎月開催し、業務執行に関する重要事
項に関して、効率性、有効性、妥当性などの事前調査と確認を経て、各会議で議論し
決定しております。
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(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

従業員のコンプライアンス意識向上と法令等違反の防止を目的に「倫理・コンプライ
アンス委員会」を開催し、62期コンプライアンス教育計画を立案しました。
イントラネット上に「コンプライアンスガイド」を掲示して全従業員に閲覧させてい
ます。また、e-ラーニングシステムにより、個人情報保護・インサイダー取引防止・
ハラスメント防止・公正競争などのコンプライアンス教育を実施しております。
監査部による内部監査、個人情報保護監査、自主点検、内部通報システムの運用によ
り、問題の早期発見に努めております。

　

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

適切な財務報告を確保するため、業務プロセスごとに財務報告に係る内部統制システ
ムを構築し運用しております。さらに全社的な観点からも規程類の整備等を通して内
部統制の構築・運用を図っております。また、金融商品取引法に基づく「財務報告に
係る内部統制の評価及び監査基準」に準拠し、内部統制システムが有効に整備され運
用されているかについて評価を行い、会計監査人による監査を受けております。

　

(7) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

国内子会社に対して、
①「当社の関係会社管理規程の遵守」を「内部統制システム整備の基本方針」に盛
り込み、運用させております。

②子会社従業員のコンプライアンスの維持・向上を目的に、個人情報保護・インサ
イダー取引防止などの教育を実施させました。

③子会社毎に定期的にリスクを報告させ、リスクに対する認識強化と改善を進めて
おります。

海外子会社に対して、
①株主総会・取締役会への出席、関係会社管理規程の徹底、現地法人の社内規程の

整備等を行いました。
②リスク情報の収集と分析を行いリスクに対する認識強化と改善を進めておりま
す。

当社の内部監査部門および監査委員会が子会社の内部統制に関する監査も行ってお
り、子会社の内部統制システムの構築、運用状況を検証、評価しております。

　

(8)(9)(10) 監査委員会に関する体制

法令遵守体制等に影響を及ぼす事項について迅速に監査委員会に報告することを規程
に定め、また報告者がそれを理由に不利益な取り扱いを受けないことを明記し、報告
者の保護と実効性の向上を図っております。
監査委員の職務執行上必要な費用について決裁規程に定めております。
監査委員会の職務を補助する使用人の指名、業務指示は監査委員会が行い、使用人の
評価は監査委員長の同意を得ております。
当社および子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告さ
れております。
監査委員会、内部監査部門、会計監査人による三様監査連絡会を四半期毎に開催する
ことにより連携を図り、適切且つ効率的な監査業務を実施しております。

　

(11) 反社会的勢力との関係を排除するための体制

新規の取引開始前には、全て総務法務部による反社チェックを義務付けております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：百万円)
　

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,379 2,553 35,112 △2,640 38,405

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △666 － △666

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

－ － 2,657 － 2,657

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 － － △65 137 72

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額)

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,924 137 2,062

当 期 末 残 高 3,379 2,553 37,037 △2,502 40,467

　
　

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 70 △866 △795 35 35 37,681

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △666

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

－ － － － － 2,657

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － 72

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額)

53 322 376 △2 4 378

当 期 変 動 額 合 計 53 322 376 △2 4 2,440

当 期 末 残 高 124 △543 △418 33 39 40,121

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 11時30分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(１)連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社の名称

株式会社ダブリュ・アイ・システム、株式会社メニコンネクト、株式会社アルファコーポレ

ーション、株式会社エーアイピー、富士コンタクト株式会社、Menicon America, Inc.、

Menicon SAS、Menicon Singapore Pte. Ltd.、NKL Contactlenzen B.V.、Menicon GmbH

②主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社アイクリア、Troy(CL)Limited、David Thomas Limited、Howper 685 Limited

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に関していずれも少額であることから、連結計

算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(２)持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 １社

主要な会社等の名称

温州欣視界科技有限公司

②持分法を適用しない非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社アイクリア、Troy(CL)Limited、David Thomas Limited、Howper 685 Limited

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(３) 会計方針に関する事項

①有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

　時価のあるもの

　決算末日の市場価格等に基づく時価法

　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

　商品及び製品

主として総平均法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

　仕掛品

主として総平均法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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　原材料

主として移動平均法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

　貯蔵品

主として最終仕入原価法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

③固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　在外連結子会社は主として定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物 ３～50年

　機械装置及び運搬具 ２～25年

　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 特許権 ８～15年

　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④引当金の計上基準

　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。

　ポイント引当金

　一部の連結子会社については、将来のポイント使用による費用発生に備えるため、当連結会

計年度末未使用残高に過去の使用実績割合等を乗じた金額を計上しております。

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。

⑥重要なヘッジ会計の方法

　１)ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっ

ております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理

によっております。

　２)ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・為替予約、金利スワップ

　ヘッジ対象・・・外貨建予定取引、借入金の利息
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　３)ヘッジ方針

　社内管理規定に基づき為替相場の変動リスクを回避する目的で行っております。

　４)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替変動による影響

と相殺または一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。

⑦のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、原則として10年以内の均等償却をしておりますが、金額が僅少な

場合は、発生時の損益として処理しております。

⑧消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　

２. 連結貸借対照表に関する注記

　(１) 有形固定資産の減価償却累計額 28,319百万円

　

(２) 担保資産

　 代理店契約の取引保証として次の資産を差し入れております。

　 現金及び預金 18百万円
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３. 連結損益計算書に関する注記

(１) 減損損失

　 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

関東地区 営業店舗 建物及び構築物等 43

　当社グループは、減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産

のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。

営業店舗については、営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなっている地区の店舗を対象に帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額の算定は使用価値によっ

ており、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しておりま

す。

(２) 事業整理損

　コンタクトレンズ関連事業において、一部の事業整理を決定したことにより発生した損失であ

ります。その内訳は次のとおりであります。

減損損失 63百万円

たな卸資産評価損 33百万円

その他 17百万円

計 114百万円

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しており、「事業整理損」に含めて
表示しております。

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

米国 事業用資産 建物及び構築物等 63

　当社グループは、減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産

のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。

事業用資産については、事業整理の決定に伴い、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しております。回収可能価額の算定は正味売却価額（処分見込価格）にて評価しております。
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４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

　(１) 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 ( 株 ) 18,402,000 18,402,000 － 36,804,000

　 (変動事由の概要)

株式分割による増加 18,402,000株

　(２) 配当に関する事項

　① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成29年５月10日
取締役会

普通株式 666 38.00 平成29年３月31日 平成29年６月30日

(注) 当社は、平成30年１月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行って

おります。上記の１株当たり配当額は株式分割前の金額であり、当該株式分割を考慮した場合、

１株当たり配当額は19円00銭となります。

　② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成30年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 879 25.00 平成30年３月31日 平成30年６月27日

　

　(３) 当期末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の

　 種類及び数

　 普通株式 473,600株
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５. 金融商品に関する注記

(１) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については一時的な余資は短期運用を中心に中長期運用を組み合わせ

た安全性の高い金融資産で運用しております。

　資金調達については主にコンタクトレンズの製造販売事業を行うための設備投資計画に照らし

て、必要な資金(主に社債発行及び銀行借入)を調達しております。

　営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低

減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は債券及び株式等であり、定期的に時価や

発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。

　一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実

施しております。なお、デリバティブはデリバティブ管理規程に従い、実需の範囲で行うこととし

ております。

　

(２) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（*１）

時価（*１） 差額

① 現金及び預金 16,904 16,904 －

② 受取手形及び売掛金 8,162 8,162 －

③ 有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券 537 537 －

④ 支払手形及び買掛金 (4,251) (4,251) －

⑤ 短期借入金 (503) (503) －

⑥ 未払金 (3,323) (3,323) －

⑦ 社債 (7,948) (7,990) △41

⑧ 長期借入金 (7,531) (7,570) △38

⑨ 長期未払金 (1,033) (1,004) 29

⑩ デリバティブ取引 － － －

　 (*１) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

① 現金及び預金、並びに② 受取手形及び売掛金

　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

　

③ 有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。

　

④ 支払手形及び買掛金、⑤ 短期借入金、並びに⑥ 未払金

　これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。
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⑦ 社債

　元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており

ます。

　

⑧ 長期借入金

　元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま

す。また、金利スワップの特例処理を採用している長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理さ

れた元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっておりま

す。

　

⑨ 長期未払金

　将来支払額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　

⑩ デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑧参照）。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

　 （単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式

　 関係会社株式 31

　 その他有価証券 92

出資金 3

役員退職慰労金 527

　これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、「③有価証券

及び投資有価証券」及び「⑨長期未払金」には含めておりません。

　

６. １株当たり情報に関する注記

(１) １株当たり純資産額 1,138円62銭

(２) １株当たり当期純利益 75円67銭

（注）当社は、平成30年１月１日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いました。

１株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に株式の分割をしたと仮定して算定しております。

　

７. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

８． その他の注記

金額の表示単位の変更

　当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

　

※. 連結計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

― 14 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 11時30分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：百万円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,379 2,553 2,553 246 307 24,733 11,866

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △666

圧縮積立金の積立て － － － － 53 － △53

圧縮積立金の取崩し － － － － △103 － 103

当 期 純 利 益 － － － － － － 1,504

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － △65

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純額)

－ － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △49 － 822

当 期 末 残 高 3,379 2,553 2,553 246 257 24,733 12,688

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式
株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計

当 期 首 残 高 37,153 △2,640 40,446 62 62 35 40,545

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △666 － △666 － － － △666

圧縮積立金の積立て － － － － － － －

圧縮積立金の取崩し － － － － － － －

当 期 純 利 益 1,504 － 1,504 － － － 1,504

自 己 株 式 の 取 得 － △0 △0 － － － △0

自 己 株 式 の 処 分 △65 137 72 － － － 72

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純額)

－ － － 10 10 △2 8

当 期 変 動 額 合 計 772 137 910 10 10 △2 918

当 期 末 残 高 37,926 △2,502 41,356 73 73 33 41,463
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(２) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品

総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原 材 料

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯 蔵 品

最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(３) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 10～50年

機械及び装置 ２～17年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用

均等償却によっております。

(４) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。
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(５) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に

よっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は

特例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象・・・外貨建予定取引、借入金の利息

③ヘッジ方針

社内管理規定に基づき為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で行っ

ております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替変動による

影響と相殺または一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は

省略しております。

また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しておりま

す。

(６) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　

２. 貸借対照表に関する注記

(１) 有形固定資産の減価償却累計額 18,071百万円

(２) 保証債務

　次のとおり債務保証を行っております。

株式会社みずほ銀行 13百万円

Menicon Singapore Pte. Ltd. 3,370百万円

計 3,384百万円

(３) 関係会社に対する短期金銭債権は832百万円、長期金銭債権は514百万円であります。また、短

期金銭債務は3,645百万円であります。
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３. 損益計算書に関する注記

(１) 関係会社との取引高

売 上 高 1,259百万円

売 上 原 価 9,868百万円

販売費及び一般管理費 1,089百万円

営業取引以外の取引高 346百万円

　

４. 株主資本等変動計算書に関する注記

(１) 当期末の自己株式の種類及び数

　 普通株式 1,631,006株
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５. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 242

未払法定福利費 37

貸倒引当金 17

たな卸資産評価損 6

一括償却資産超過額 6

未払事業税 56

その他 8

合計 376

繰延税金負債（流動） －

繰延税金資産（流動）の純額 376
　

繰延税金資産（固定）

一括償却資産超過額 3

長期未払金 147

投資有価証券評価損 34

関係会社株式評価損 726

減損損失 202

資産除去債務 20

差入保証金償却額 23

減価償却超過額 35

株式報酬費用 10

その他 126

小計 1,331

評価性引当額 △1,127

合計 204

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △29

圧縮積立金 △113

有形固定資産 △15

合計 △157

繰延税金資産（固定）の純額 46
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６. リースにより使用する固定資産に関する注記（貸借対照表に計上したものを除く）

該当事項はありません。

　

７. 関連当事者との取引に関する注記

(１) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

又は氏名
住所

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(注３)

科目
期末残高
(百万円)
(注３)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等

カトー
機械㈱

名古屋市
中区

10 卸売業 なし なし

生産資材
物及び設
備等の購
入取引

生産資材物等
の購入(注１)

17

買掛金 1

支払手形 5

設備等の購入
(注1)

415

未払金 48

設備関係

支払手形
82

役員及びその
近親者

田中恭一 ― ―
当社創業
者顧問

(被所有)
直接 0.11

― 顧問契約 顧問料(注２) 20 ― ―

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 取引金額は、複数社からの見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して決定しております。また、その他

の取引条件については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(注２) 当社創業者としての経営全般のサポート及びアドバイスでの関与に基づき顧問料を決めております。

(注３) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(２) 子会社及び関連会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(注５)

科目
期末残高
(百万円)
(注５)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
Menicon
Holdings
B.V.

オランダ 4,225千
ユーロ

持株会社
所有
直接
100

役員の
兼任
１名

欧州
事業の
統括

資金の回収 322
長期
貸付金

496

利息の受取
(注１)

16 ― ―

子会社
Menicon
Singapore
Pte. Ltd.

シンガ
ポール

7,766百万円 製造業
所有
直接
100

役員の
兼任
３名

当社
製品の
製造

商品の購入
(注２)

4,050 買掛金 575

資金の回収 3,191 ― ―

利息の受取
（注１）

50 ― ―

資金の借入
（注３）

1,000
短期
借入金

1,000

債務保証
（注４）

3,370 ― ―

子会社
(株)メニコン

ネクト
名古屋市
西区

80 百 万 円 製造業
所有
直接
100

役員の
兼任
２名

当社製品

の製造

商品・原材料
の購入
(注２)

3,358

買掛金 330

支払手形 307

子会社
(株)エーアイ

ピー
福岡市
西区

10百万円 小売業
所有
直接
98.7

役員の
兼任
２名

当社製品

の販売
資金の借入
（注３）

1,000
短期
借入金

1,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 資金の貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりませ

ん。

(注２) 商品・原材料の購入については提示された価格に基づき、毎期価格交渉のうえ、第三者との取引と同様の条

件で取引を行っております。

(注３) 資金の借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の提供はありません。

(注４) Menicon Singapore Pte.Ltd.のリース会社との契約等について、債務保証を行っており、両者協議の上決定

した保証料を受け取っております。

(注５) 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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８. １株当たり情報に関する注記

(１) １株当たり純資産額 1,177円90銭

(２) １株当たり当期純利益 42円86銭

（注）当社は、平成30年１月１日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いました。

　 １株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に株式の分割をしたと仮定して算定しております。

　

９. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

金額の表示単位の変更

当事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

※ 計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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